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フ
ラ
ン
見
白
社
合
主
義
に
闘
す
る
書
物
の
多
く
は
、
「
十
八
世
組
白
枇
脅
主
義
」
に
言
及
し
、
モ
レ
リ
ィ
と
マ
プ
リ
イ
在
、
啓
蒙
期

を
、
代
表
す
る
粧
台
主
義
的
叉
は
共
産
主
義
的
思
想
家
と
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
私
濯
を
先
づ
困
惑
さ
せ
る
四
は
、
社
曾
、
主
義
史
上

に
ゐ
け
る
彼
等
の
作
置
づ
け
の
仕
方
が
賀
民
多
様
で
あ
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
前
世
記
白
移
り
に
、
リ
ク
タ
V
ベ
ル
ジ

z

が
「
十

八
世
相
の
枇
合
主
義
」
り
を
精
臨
刊
に
網
難
し
た
後
、
研
努
視
角
白
童
心
は
、
「
十
八
世
紀
白
枇
曾
主
義
」
は
、
果
し
亡
吐
曾
主
義
か
、

そ
れ
は
十
九
世
紀
白
枇
合
主
義
に
比
し
て
、

E
の
上
う
な
特
殊
性
を
も
う
か
と
い
う
性
格
又
は
位
置
付
け
白
問
題
に
移
っ
た
よ
う
で

あ
U
。
し
か
し
、
フ
ラ
V

ス
枇
曾
主
義
忙
闘
す
る
我
園
白
研
究
の
未
成
熟
苫
は
、
原
著
研
究
白
段
階
を
飛
び
超
え
る
と
と
を
許
さ
自

し
、
又
原
著
白
検
討
を
遇
し
て
の
み
、
位
置
づ
け
え
の
有
数
な
立
言
の
基
盤
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
本
論
に
於
て
、
啓
蒙
期
の
枇

曾
主
義
的
思
想
の
代
表
的
著
作
と
さ
れ
Z
モ
レ
り
ィ
『
自
然
白
法
典
』
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
人
間
像
の
性
格
(
第
三
笥
)

若
干
の
要
約
と
問
題
貼
白
所
在
を
明
か
に
し
て
、

今
後
の
研
発
え
の
指
針
を

と
、
経
掛
シ
ス
テ
ム
の
怜
格
(
第
一
一
面
)
を
検
討
し
、

見
出
し
た
い
。
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H
Z
H
F
是
WHO-
昌
吉

川

町

祖

p
p
n
タ
ン
ペ
ル
ず
孟
が
「
宮
及
び
財
産
横
目
俊
ワ
て
、
世
骨
白
樺
統
的
組
織
全
批
判
L
、
麗
容
し
、
又
は
冊
そ
ろ
と
企
て
た
著
者
」
を
枇
官
主
義

者
と
虞
〈
解
ナ
る
に
針
し
、
研
究
の
素
材
酉
で
は
措
ん

E
全
面
的
旧
作
技
に
依
存
し
つ
つ
、
デ
ユ
ル
ケ
ム
は

d
消
費
平
等
由
要
求
U
共
産
主
義
、
生
産

自
社
合
的
組
織
化

u祉
合
主
義
と
規
定
し
て
、
マ
プ
リ
ィ
・
一
一
喧
レ
n
y

ィ
等
は
共
産
主
義
的
で
あ
っ
て
椎
骨
主
義
で
な
い
、
世
骨
主
義
は
天
草
命
以
後

に
始
禽
あ
と
主
張
す
る
。
又
ラ
ス
キ
は
、
園
家
擢
力
掌
撞
へ
四
現
質
的
態
勢
を
祉
曾
主
義
白
不
可
間
的
要
素
と
す
る
か

b
、
マ
プ
リ
ィ
・
毛

ν
リ
ィ

は
椎
骨
主
義
者
で
は
な
〈
、
世
曾
主
義
は
パ
プ
ウ

7
K
始
ま
る
と
い
う
。

h
r
E岳向。宮崎岡
F
4・w
o
F
M
U
同

l
l
戸
(
吋
同
氏
凶
宮
)

開・ロ
E
H
F
O
E
-
H
h
m
百
己
包
括
m
E
3
E阜
、
噌
誌
}

E

h

、

MH狗
H
O
E
-
-
]
F
E
E
-
J『

r
o
E
ロ
己
主
町
且
E
S
E
F
O
司
自
国

nr
同
0
4
0
E
P
S
W
]担一
P
咽

-
F
H恥

乙
れ
ち
白
諸
規
定

l
lそ
れ
は
近
代
に
国
有
な
融
合
主
議
の
特
珠
的
性
格
に
闘
す
る
把
握
に
藤
じ
て
呉
る
の
で
あ
る
が
ー
ー
の
摘
手
史
を
意
識
し
つ

ワ
も
、
そ
れ
ら
回
検
討
は
他

H
K
諮
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

向
『
自
然
。
法
典
』
に
闘
し
て
は
一
、
先
に
平
井
新
民
「
毛
レ
リ
イ
『
自
然
。
法
典
』
と
そ
甲
思
想
的
背
景
」

2.田
皐
界
雑
誌
第
一
一
一
十
一
巻
十
二
説

昭
和
十
二
年
)
が
あ
る
。
平
井
氏
自
桝
究
は
、
自
然
法
思
想
・
骨
盟
主
議
背
革
・
糎
敵
前
哲
皐
専
が
『
自
然
由
法
典
』
に
如
何
に
現
れ
て
い
る
か
、

と
い
う
こ
L

と
を
中
心
と
せ
ら
れ
た
。
私
は
、
種
目
常
時
の
一
離
的
な
思
考
樺
式
と
思
帯
素
材
を
使
用

ιな
が
ら
越
ベ

ιれ
た
内
容
自
特
時
性
、
『
自

然
白
法
典
』
四
一
苫
わ
ぼ
国
E
E
E品
目
克
明
に
繭
核
を
置
く
。
骨
、
最
近
、
小
牧
・
桐
山
南
氏

F
よ
る
憩
業
が
出
版
せ
ら
れ
、
参
照
さ
せ
て
い
た

置
い
た
が
、
本
簡
に
引
用
。
曹
丈
は
品
ず
し
も
雨
民
医
使
わ
な
払
っ
た
。
，

明
自
然
。
法
典
』
白
著
者
モ
レ
リ
ィ
に
つ
い
て
‘
わ
れ
わ
れ
は
現
在
、
確
友
ζ

と
を
殆
ん
ど
知
り
得
ぬ
と
と
、
又
‘
出
版
常
時
に
於

け
る
不
自
刷
、
パ
プ
ゥ
フ
が
之
を
聖
典
と
し
た
こ
と
、
一
八
四

0
年
代
に
於
け
る
評
慎
等
D
経
緯
に
う
い
て
は
腕
に
紹
介
十
み
で
あ
る

か
か
、
と
こ
は
は
、
後
論
え
の
速
繋
の
鮪
か
ら
重
要
左
限
り
忙
於
て
『
自
然
白
法
典
』
白
内
容
を
概
括
し
て
者
〈
。

『
白
熱
田
法
典
』

第
六
十
七
巻

-
2 
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ニ
・
コ
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『
自
品
目
掠
典
』

『
自
然
の
法
昔
、
玉
繭
に
出
版
せ
ら
れ
た

3
3ア
ド
』
由
主
に
抗
議
す
べ
く
、
自
己
の
思
想
骨
髄
茶
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
費
』

(U

『
自
然
の
法
典
』
)
は
、
人
聞
が
こ
白
世
田
中
で
で
き
る
七
け
幸
幅
で
も
め

b
、
善
良

Z
2
F
E
E
で
も
晶
る
よ
叶
う
欣
態
を
見
出
す
」
(
唱
。
f
-
v
g

E
-
蓮
司
一
四
七
頁
)
こ
と
を
目
的
と
す
ゐ
。
モ

ν
リ
ィ
は
、
乙

ωよ
う
な
阿
題
の
解
決
、
否
、
問
題
の
提
出
き
え
怠
ら
れ
て
き
仁
の
は
、
従
来
由

モ
ラ
り
ス
ト
が
、
大
抵
、
人
聞
の
性
骨
盟
と
考
え
、
之
を
基
礎
と
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
批
剣
き
る
べ
き
色
の
は
性
認
識
で
品
る
と
主
張
す
る
。

性
恕
訟
は
、
人
間
由
利
己
心
を
「
百
聞
の
院
」
と
し
、

ι
れ
に
よ
っ
て
人
間
性
弘
首
謀
と
断
中
古
し
か
し
、
現
茸
の
人
問
。
姿
か
色
、
人
間
本
来
日
性

骨
散
す
こ
と
は
出
来
向
。
自
然
の
ま
ま
の
人
間
に
於
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
向
。
従
っ
て
被
は
、
「
自
然
の
秩
序
回
♂
邑
日
骨

Z
E
Z何
回
中
に
於
付
る

利
己
心

E
o
-
-吻
E
M
M
H
t
E
O
E
昔

E
-
Z
Z
と
は
何
か
」
と
設
問
し
、
つ
楠
理

F
F
2
E
E
R
が
わ
れ
わ
札
に
許
し
亡
、
自
己
保
存
の
不
断
の
欲

望
宮
内
桔
首

S
E
Z且
骨

B白
E
2
q
m
Q防
空
。
」
す

MV27・
句
回
。
ー
ロ
"
三
六
頁
)
に
過
ぎ
ぬ
と
自
答
す
る
。
人
間
ド
は
本
具
観
念

E臥

E
E
E
m
は

存
在
せ
目
。
生
れ
た
t

と
き
は
全
〈
mw
蛙
関
心
ド
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。
必
要
が
弐
第
仁
人
間
昔
日
魔
め
S
せ
、
自
己
保
容
に
関
心
を
ち
た
せ
る
。
自
然
は
人

間
む
欲
望
昔
、
そ
の
力
よ
り
も
少
し
高
い
と
こ
ろ
に
置
で
人
間
を
湛
〈
。
一
人
々
々
隣
れ
て
い
て
は
無
力
な

λ
聞
は
、
協
力
を
必
要
と
す
る
。
乙
こ
に
心

的
引
力
旦

E
E
B
目
。
自
目
。
が
闘
志
、
自
己
白
弱
き
を
救
う
も
の
に
謝
す
る
愛
白
感
情

A
2雪国

E
o
t
E
g
g
-
c理
性
百
民
自
が
生
れ
る
9

こ
白

二
つ
の
盟
な
泉
か
ら
、
更
に
社
曾
性

g
n
Eげ
を
か
を
育
む
精
神
・
才
智
が
泊
き
出
る
。
人
聞
は
、
個
々
人
の
間

ιは
カ
・
才
能
白
差
が
め
る
。
し
か
し

自
然
は
、
そ
れ
ら
が
相
集
っ
て
一
白
調
和
的
金
睦
を
な
す
よ
う
仁
配
慮
し
土
。
彼
は
祉
曾
を
、
す
ば

ιし
い
自
動
機
械
自

2
5
-
w
E
E
Z
E
m
R《

凶
作

5

8
9
b
Z
と
云
い
、
道
徳
や
政
治
は
、
こ
の
自
然
の
浩
に
従
っ
て
、
人
間
の
社
曾
生
福
田
各
部
分
回
調
節
と
い
う
役
目
を
も
っ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

モ
v
pィ
由
自
然
の
秩
序
は
個
々
人
由
利
己
心
を
起
動
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
自
然
的
に
、
人
間
切
祉
脅
性
に
裂
民
す
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
仁
成
立
っ
て

、時。。右
に
抽
象
的
に
述
べ
ら
れ
た
自
然
の
秩
序
と
、
そ
れ
に
劉
臆
す
る
自
然
白
ま
ま
の
人
間
昔
、
具
臨
的

ιは
被
は
何
魔
仁
求
め
る
か
。
彼
は
、
そ
れ
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
過
去
に
存
在
し
た
ち
の
、
未
開
人
目
聞
で
は
現
存
し
て
い
る
も
の
と
す
る
。
彼
は
北
ア
メ
リ
カ
由
イ
Y
J
ア
ィ
ア
シ
に
自
然
の
ま
ま
の
杭
宵

と
ん
開
骨
尼
る
。
彼
磐
田
聞
で
は
、
小
社
曾
に
属
す
る
各
家
族
い
か
、
社
曾
共
同
の
需
要
秒
充
す
た
め
ド
、
家
長
田
指
唱
下
に
狩
倒
・
漁
業

ι従
事
し
て
い

る
。
私
有
財
産
が
な
い
か
ら
、
他
人
hr支
血
し
ょ
う
と
い
う
欲
望
も
な
い
。
人
の
許
債
E
地
位
は
、
彼
い
か
皆
目
配
め
に
ど
れ
に
り
役
立
つ
か
、
と
い
う
唯

一
目
標
準
に
よ
っ
て
決
る
。
モ
レ
り
ィ
は
、
彼
等
に
、
ヨ

i
ロ
少
パ
白
知
識
・
技
術
を
教
え
て
も
、
私
有
制
骨
導
入
せ
ぬ
限
b
騒
狙
す
べ
き
こ
と
で
あ
る

と
一
耳
う
。
(
こ
申
冊
聞
は
以
下
回
論
究
上
聞
同
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
J

第
均
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七
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そ
れ
で
は
来
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
昭
社
曾
が
、
自
然

ω秩
序
か
ら
離
れ
に
慨
温
は

E
う
か
。
園
民

Z
喜
。
ロ
は
、
す
べ
て
最
初
は
、
軍
一
文
は
数
値
目
家

族
「
始
ま
る
。
少
〈
'
と
も
若
干
の
期
間
は
、
空
耀
制
度
mw
形
態
】
戸
内
耳
自
白
骨
開
C
主
目
白
書
お
旦
官

E
E
H
世
保
存
し
、
人
々
は
家
長
の
指
導
干
に
柔
和

な
構
成
号
一
言
。

E
Eロ
応
仁
の
み
従
つ
に
。
す
べ
て
の
も
白
は
共
有
で
あ
り
、
愛
と
融
和
白
情
が
支
配
す
る
。
人
口
敏
の
増
加
し
な
か
っ
た
所
で
は
、
こ

の
単
純
で
自
然
的
な
統
治
が
保
存
さ
れ
k
o
(
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
巾
場
人
口
)
。
他
方
、
人
口
敏
が
噴
加
し
、
闘
士
が
紋
小
に
な
っ
た
圏
民
は
移
住

骨
徐
儀
な
く
さ
れ
る
。
家
波
数
の
増
加
に
よ
っ
て
、
家
旋
聞
の
血
族
措
置
弘
主
古
口
骨

g
E
E回
目

EH-m
ー
と
共
同
酷
の
精
神

E
官
民
官

E
吉
田
E
E広
が

積
少
し
、
移
住
田
際
、
財
貨
を
持
出
す
に
め
に
共
有
制
が
一
部
破
れ
る
。
こ
こ
に
私
有
財
産
炉
設
生
し
、
人
間
の
社
脅
性
が
失
わ
れ
よ
う
と
す
る
E
に
危

機
的
な
揚
が
出
現
す
る
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
レ
ヲ
ィ
が
こ
白
よ
う
な
事
態
が
必
然
的
に
私
有
制
の
設
生
H
自
然
か
ら
の
進
協
に
噂
〈
と
は

考
え
血
、
と
い
う
鮪
で
あ
る
。
こ
白
危
機
的
な
場
に
於
て
、
人
々
は
立
法
を
符
も
、
法
に
従
わ
ん
k
U
て
い
る
。
こ
り
時
、
武
法
者
炉
、
自
然
由
法
に
則

っ
て
賢
明
な
立
法
す
行
っ
て
い
七
な
ら
ば
、
-
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
還
に
自
然
の
ま
ま
の
祉
曾
で
あ

b
得
亡
で
ゐ
ろ
う
。
然
る
仁
立
法
者
は
、
反
自
然
的
・
懇
意

的
な
立
法
者
行
い
、
私
有
財
産
制
を
確
立
し
、
人
聞
の
祉
脅
制
は
崩
壊
し
た
。
そ
れ
以
後
申
諸
立
法
は
、
姑
息
的
手
段
目
羅
列
仁
過
ぎ
向
。
(
品
・

2
f
】V

E
g
-
七
ご
七
王
頁
)

私
有
財
産
制
は
、
本
来
日
己
保
存
慾
に
過
ぎ
な
か
っ
七
利
己
必
守
警
質
し
て
寅
慾

2
5
0め
と
す
る
o

こ
れ
こ
そ
一
切
諮
鋭
白
源
泉
で
あ
あ
。
人
聞
は

号
れ
に
よ
っ
て
同
然
の
主
主
骨
素
置
き
官
。

E
E
Z菅
を
失
つ

t
。
政
事
態
が
共
和
制
で
あ
っ
て
も
、
私
有
財
産
制
仁
立
づ
限
b
、
や
が
で
貴
族

政
治
・
君
主
政
治
、
掛
陣
仁
専
制
政
治
に
胸
化
せ

F
る
を
得
な
い
。
古
代
的
ソ
ロ
シ
や
り
ク
ル
ゴ
ス
の
立
法
は
す
「
れ
て
い
た
し
、
叉
、
キ
リ
ス
ト
教
精
神

は
暴
力
を
否
空
し
、
奴
隷
制
骨
緩
和
し
、
財
産
の
喜
捨
苛
行
わ
し
め
て
、
自
然
の
法
吉
宗
骨
官
町
包
己
目
が
よ
み
が
え
っ
亡
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教

は
や
が
て
道
徳
よ
り
も
神
秘
を
傘
び
、
儀
式
の
数
回
み
増
し
て
、
を
め
惰
神
は
失
わ
れ
亡
。
聖
職
者
が
現
れ
て
貴
君
の
物
を
ま
き
上
げ
る
仁
至
る
。
守
-
M

Ens
司
・
色
I
1邑
・
入
一
一

i
八
六
頁
)
.

人
聞
の
腎
謡
は
、
神
田
当
日
怠
の
観
念
を
も
鑓
直
せ
し
め
る
。
紳
は
同
払
の
創
世
薯
で
あ
り
、
人
聞
が
自
然
白
秩
序
の
中
に
い
る
時
に
は
、
慈
愛
深

寺
神
ロ

E
E広
ず
B
E
P
白
目
宮
と
し
て
表
象
せ
ら
れ
て
い
る
。
人
間
炉
邪
悪
に
ヰ
る
と
神
の
姿
お
ま
に
恐
ろ
し
い
委
を
と
る
。
最
も
犯
罪
性
仁
宮
ん

r

園
民
炉
、
最
も
恐
し
い
神
mu
観
念
を
も
っ
て
い
1

る
。
守
司
・

2
J
】V5.4ω
匂
苫
・
二
一
人
一
一
一
ニ

O
、
一
四

O
頁
)

然
ら
ば
、
自
然
の
手
に
蹄
る
仁
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
或
る
個
所
で
は
「
自
然
的
な
も
の
も
、
情
神
的
な
も
の
も
、
す
ペ
て
完
成
に
近
づ
く
」
(
。
司
・

2
f
句

-
E
一
一
六
頁
)
と
し
、
人
間
は
い
ろ
い
ろ
な
制
度
を
腕
て
始
め
て
自
然
に
一
男
を
投
十
る
と
一
五
い
、
将
来
仁
於
り
る
私
有
財
産
制
の
際
止
を
確

『
自
鼎
申
法
典
』

事
六
十
七
巻

五

第
二
・
=
一
披

七



『
自
然
の
揖
典
』

第
大
十
七
巻

六

第
二
二
一
=
揖

七

信
し
て
い
る
。
し
か
し
‘
自
然
仁
則
つ
柁
立
法
め
施
例
を
掲
げ
る
仁
嘗
つ
て
は
、
「
と
由
よ
う
な
共
和
圏
を
つ
く
る
こ
と
は
今
日
で
は
不
可
能
で
」
(
。
陥
V
-

E-uMW
信
一
四
九
頁
)
と
非
観
的
で
ゐ
る
。
そ
じ
て
麹
草
の
方
策
と
し
て
は
「
賢
人
謹

ι財
産
の
精
神
を
支
持
す
る
誤
謬
と
偏
見
守
攻
撃
さ
せ

L
(
4・

ar
司
・
宮
.
一
四
九
頁
)
政
治
と
道
徳
的
鉄
陥
を
改
革
し
、
教
育
に
よ
っ
て
殺
刷
用
ψ
晶
げ
る
、
と
い
う
極
め
て
簡
車
な
言
葉
し
か
見
ら
れ
な
い
。
(
以
上

は
『
法
典
』
‘

-
1一
一
一
部
の
要
約
)

『
法
典
』
第
四
部
は
「
自
然
の
意
聞
広
か
た
つ
に
立
法
の
範
例
」
(
以
下
「
範
例
」
止
略
す
)
を
掲
げ
る
。
簡
例
村
、
「
基
本
的
に
し
で
神
聖
な
る
法
」

E
P
P
E
S
E
E
r
E
E
Q
r
?と
H
う
根
本
法
と
そ
れ
を
具
臨
化
す
る
分
師
法

(
U極
商
法
)
等
十
ケ
の
法
か
ら
成
り
、
各
法
が
段
ケ
乃
至
十
段
ケ
の

傑
文
を
も
っ
。

表
木
棋
は
、
牛
話
回
七
め
、
噌
好
白
た
め
、
叉
は
日
々
の
酬
明
働
の
士
め
に
現
に
使
用
す
る
物
以
外
に
は
一
切
私
有
財
産
品
百
許
き
阻
(
第
一
傑
)
、
生
活

の
公
共
負
櫓
H
枇
曾
的
責
任
(
第
二
僚
)
、
辛
市
民
炉
、
能
力
・
才
能
・
年
齢
に
膳
じ
で
公
共
由
利
症
に
づ
く
す
べ
き
義
務
(
第
三
保
て
を
規
定
し
て
い

切
れ
》
。

弐
に
、
分
周
法
以
下
の
法
申
規
定
か
巴
、
「
施
例
」
の
枇
曾
白
骨
組
み
舎
建
て
て
み
よ
う
。

図
民
口
等
家
族
同
拘
置
己
伶
蹟
よ

h
成
る
部
腕
、
等
部
族
司
号
回
数
よ

h
成
る
市
企
ぶ
(
市
の
多
い
と
き
に
は
更
に
州

P
Z
H悶
B
)
か
ら
構
成
き
れ

る
。
偲
済
的
に
中
稜
を
な
す
の
は
市

rゐ
る
。
各
市
は
、
市
民
の
生
活
と
晴
働
申
に
め
に
土
地
世
保
有
し
、
(
所
有
で
は
な
い
て
農
業
脅
年
圏
!
l
i
農

業
者
は
一
一

O

二
五
歳
白
育
年
目
義
務
者
で
あ
え
被
等
か
ら
構
成
さ
れ
る

f
l骨
組
織
し
て
出
来
る
限
h
の
枕
践
を
あ
げ
る
。
各
市
に
は
中
央
の

大
関
場
脅
中
心
と
し
て
公
共
倉
庫
出
品
目
日
官
百
戸
田
公
共
察
首
所
を
都
、
叫
に
近
〈
、
失
で
住
宅
地
域
、
各
職
業
闘

F宮
内

宮

町

B
r
E自
の
仕
事
場

在
住
日
が
配
さ
れ
る
。
仕
事
場
で
は
農
業
以
外
の
静
働
に
従
事
す
る
市
民
が
、
各
職
業
圏
に
所
属
し
て
働
い
て
い
る
。
生
産
き
れ
士
財
む
う
ち
、
耐
久

財
は
公
共
倉
庫
に
保
管
き
れ
、
非
耐
久
財
は
中
央
の
大
賀
場
で
直
ち
に
市
民
に
分
配
き
れ
る
。
勿
仏
師
、
私
的
交
換
は
許
き
れ
な
い
。
仕
事
場
の
外
側
に
は

農
業
及
び
そ
の
附
厨
事
業
に
従
事
す
る
者
の
佑
宅
、
仕
事
場
が
設
置
せ
ら
れ
、
更
に
外
側
に
病
入
用
地
設
等
が
懐
〈
。

整
形
践
及
び
行
政
は
+
世
田
如
く
で
品
る
。
各
家
族
的
家
長
は
五
↑
設
に
な
る
と
元
老
院
議
員

m
E忠

E
に
な
る
。
元
老
院

ω
宮
何
百
は
各
市
仁
あ

b
、
法
令
白
細
白
骨
決
定
す
る
。
元
老
院
議
員
は
交
替
制
で
最
高
元
老
院

F
E百
E官
官
百
と
い
う
園
家
日
元
老
院
の
議
員
仁
な
あ
。
最
高
元
老
院
は

各
市
元
老
院
由
法
令
・
決
定
が
諸
法
律
に
遣
反
せ
向
か
を
審
査
す
る
。
執
行
機
関
は
部
族
長
・
市
長
・
州
長
・
園
民
の
元
首

p
t
骨

E
Z
5
0ロ
で

晶
る
。
部
族
長
は
家
長
が
交
替
で
な

h
、
部
被
長
が
一
年
交
替
で
市
長
に
な
り
、
各
市
が
交
替
で
州
長
を
出
し
、
各
州
が
交
替
で
終
身
年
期
の
園
民
日
元



首

QMm『

r
r
z
E
r
M
を
出
す
。
元
首
は
最
高
元
老
院
の
骨
骨
受
け
て
指
令
し
、
州
長
は
元
首
の
、
市
長
は
州
長
田
骨
骨
受
付
る
。

m
w
p
F
H。z
z
z品
F

4
・
2
r
-
V
H
2回
開
弓
。
床
面
聞
が
口
旦
の
骨
吉
国
旦

F
Z
K附
し
た
序
文
司
-
M
A
2同
l
阿
国
〈
小
牧
・
桐
山
氏
「
白

然
。
措
典
」
序
立
に
そ
由
大
要
が
油
ベ

b
れ
て
い
る
。
宋
紹
介
事
項
を
記
し
て
お
〈
と
、
ド
イ
ツ
で
は
『
白
輔
自
揖
典
』
の
抜
革
が
《
ぐ
。

2
苛
停
車
に

掲
載
さ
れ
た
徒
、
都
翠
も
出
て
い
る
か
ち
、
相
営
庚
〈
知

ιれ
た
よ
う
ご
あ
る

o
p
E
E
U
D
E
E
m
E
2宮
島
町
H
Z
R
Z
0・
F
E官
F
H
E∞
然
る
に

ド
ラ
イ
ゲ
ァ
ー
が
一
九
ニ

0
年
代
目
終
り
民
、
何
回

ownr旬
。
且
日
出
町
民
自
民
P

忙
毛

ν
Pィ
も
マ
プ

9
ィ
。
一
項
目
を
奥
え
b
れ
て
い
由
、
と
指
摘
し

て
い
る
如
〈
、
イ
ギ
B
λ

で
は
、
一
般
に
晴
ん
ど
如
ち
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

o
p
同
・
出
口
語
♂
属
。
耳
目
守
自
民
国
μ
v
q・

4r
君。
E

E
品

句。
E
E】

EO白
色

E
E
n
m日
且

P
E岳

F
E
H
B
a
♀

F
o
品
。
。
内
司
自
B
u
E
げ
〕
可
司
】
の
国
E
B静岡
43
呂
田
、
下
回
当

何

冨

2
5
M
P白
o
a
o
F
5
1
2
4
m
是正
n
s
a
骨

E
F
F
5
P
以
下
、
一
九
一

O
年

D

E
不
自
版
に
よ
る
ロ

向
ゾ
ン
バ
ル
ト
は
、
そ

ν
9ィ
の

μ
内向
E
2
0ロ
目
。
E
U
は
、
=
ュ

E
ト
シ
力
事
白
露
響
を
語
り
、

7
1
w
p
ェ
由
記
可
呂
吉
田
宮
間
自
国
称
。
の
先
髄
と

し
て
い
る

o
耳目

F
E
F
F】

Z
E
Z
E
E
F
E
F
E
m・
沼
崎
戸
田
・
同
∞
。
・

司惨

『
自
然
白
法
典
』
と
ル
ソ

l
D
「
人
間
不
平
等
起
源
論
』
(
以
下
『
起
源
論
』
)
は
、

さ
れ
だ
。
雨
著
は
現
貸
白
人
問
。
不
幸
白
起
源
を
探
求
す
る
と
い
う
同
じ
目
的
を
以
て
書
か
れ
て
い
る
。
。
み
な
ら
す
、
思
考
素
材

と
も
に
一
七
五
五
年
に
相
識
る
と
と
左
く
出
版

に
於
て
も
、
思
考
様
式
に
於
て
も
、
以
下
陀
述
ペ
る
よ
う
に
多
く
白
共
遁
・
類
似
黙
を
も
っ
て
い
る
。

「
人
間
そ
の
も
白
を
先
づ
知
ら
な
け
れ
ば
、

E
う
し
て
人
間
白
間
白
不
平
等
の
起
源
を
知
り
え
よ
う
か
己
(
。
u
n
F祖
国

M

・
2

邦
詩
=

九
頁
)
と
い
う
「
起
源
論
』
は
、
「
法
典
』
と
同
じ
〈
、
人
間
そ
の
も
の
で
『
。
盟
国
0
3
5同
を
知
る
と
と
を
問
題
解
決
白
大
前
提
と

釣

、

、

、

し
て
い
る
。
雨
者
と
も
、
従
来
の
1

人
間
怯
研
究
は
極
め
て
不
十
分
で
あ
る
と
し
、
人
間
性
に
釘
ず
る
各
自
白
正
し
い
見
解
を
展
開
す

る
。
そ
の
際
『
法
典
』
は
，
現
寅
白
人
聞
に
自
然
。
ま
ま
の
人
閣
を
劉
置
し
、
自
然
の
秩
序
に
於
け
る
人
聞
に
の
み
真
白
人
間
性
が

『
自
品
駒
田
法
典
』

第
六
十
七
巻

七

第
二
・

2
披

七



『
自
輔
の
法
典
』

第
六
十
七
巻

i¥. 

第
二
・
=
石
田

七
回

日
川
ら
れ
る
と
し
た
。
「
起
源
論
」
白
第
一
部
も
ま
た
、
著
者
の
構
想
す
る
自
然
欣
態
と
、
そ
れ
に
船
出
臆
す
る
自
然
人
の
生
態
止
措
安
一
、

「
堕
落
」

F
♀
旦
O

の
思
想
L
」
、
一
「
善
良
な
未
聞
人
L

F

O
ロ
E
5
P阿
倍
凸
思
想
が
共

に そ
願こ
著忙
で原
あ'本
るがJ
。人

間
像
を
求
め
る。
従
てコ
亡

と
う
し
て
求
め
ら
れ
た
人
間
性
に
ヲ
い
て
も
‘
叉
類
似
す
る
。
『
法
典
』
が
、
利
己
心
目
自
己
保
存
慾
と
し
、

P
B
n
t
s
z
g
E皆
旦
め

を
自
然
的
傾
向
と
す
る
と
同
じ
く
、
『
起
源
論
」
も
本
、
利
己
心
H
自
己
保
存
慾
と
し
、
憐
間
宮
司
恥
と
利
己
心
を
人
間
性
白
原
本
的
二

契
機
と
す
る
。
(
。
M
V

・
&
r
町
ゴ
=
一
王
立
)
そ
し
て
開
者
と
も
、
怯
悪
説
特
に
ホ
y

プ
ス
批
判
の
武
器
と
し
て
経
験
論
在
使
い
左
が

ら
、
自
説
的
U

積
極
的
展
開
に
於
て
は
木
具
論
的
で
あ
か
ロ

ハ
自
然
的
人
聞
か
ら
現
資
白
人
間
え
D
韓
ル
仰
が
私
有
財
産
白
登
生
に
図
呆
蹄
属
さ
れ
て
い
る
賄
白
同
一
性
|
|
買
は
大
吉
な
内
容
差

を
も
召
の
だ
が
ー
ー
に
う
い
て
は
論
じ
友
い
。
)

排

し
か
じ
、
以
上
の
よ
う
左
同
〆
一
白
思
考
様
式
に
上
っ
て
求
め
ら
れ
た
外
見
的
に
は
同
じ
よ
う
な
人
間
像
が
、
貨
は
内
容
的
に
極
め

て
異
質
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
D
で
あ
る
。

『
起
源
論
』
第
一
部
の
措
く
自
然
炊
態
は
、
孤
立
的
個
人
の
般
態
で
あ
る
。

り
、
未
だ
家
族
を
形
成
せ
守
、
財
産
を
も
た
歩
、
世
品
開
世

E
E岳
民
尽
を
殆
ど
も
た
ね
。
彼
等
の
聞
に
は
、
憾
冊
目
・
年
齢
等
の
自
然

的
不
平
等
を
除
い
て
は
、
自
な
的
個
人
の
完
全
な
平
等
が
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
絞
越
は
、
身
心
の
す
と
や
か
な
自
然
人
白
、
夫
員
不
調
脚

危
姿
態
の
摘
由
摘
に
於
て
特
に
印
象
的
で
あ
る
。
と
と
に
は
血
縁
的
組
帯
に
先
立
つ
例
人
モ
の
も
の
が
い
る
。
同
じ
く
自
然
法
的
棒
組

白
下
に
述
べ
ら
れ
た
『
法
典
』
に
於
け
る
自
然
扶
態
は
と
れ
と
異
る
。
自
然
扶
態
は
、
少
数
白
家
族
か
ら
成
る
小
佐
曾
で
あ
り
、
先

自
然
人
は
、
食
物
と
異
性
と
休
息
白
幸
幅
白
み
を
知

権
制
の
存
在
で
あ
る
。

号
レ
リ
ィ
忙
は
、

ル
ソ

1
的
孤
立
的
個
人
は
存
在
し
な
い
。
彼
自
自
然
的
人
聞
は
、

「
個
々
に
離
れ
て
い
て



は
揚
〈
、
織
細
多
感
で
あ
り
」

(。同川島
w
M
V

・
昆
・
一
二
九
頁
)

「
遺
棄
・
孤
摘
に
封
す
る
嫌
謀
、

力
強
い
国
緒
、
、
即
ち
枇
合
の
幸
一
一
服
・
利

-t

レ
り
ィ
も
‘
首
時
の
一
般
的
思
考
様
式
の
潮
流
を
受
け
て
、
個
人
の
幸
幅
遼
求
白

動
機
か
ら
、
社
曾
惜

E
E伊
豆
]
】
片
品
白
成
立
を
設
い
て
い
る
。
し
か
し
、
紳
の
手
に
な
る
自
然
秩
序
白
構
想
は
、

益
に
封
す
る
愛
」
(
唱

E
J
M
M
H
S
を
も
っ
。

(
特
に
『
法
典
』
第
=

部
)
個
人
と
し
て
の
個
人
の
相
互
交
渉
一
か
ら
成
立
す
る
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
個
入
が
杜
舎
と
い
う
す
ば
ら
し
い
自
動
装
置
の
中

に
暗
躍
定
調
和
的
に
、
そ
の
分
肢
と
し
て
登
場
す
る
と
と
ろ
に
成
立
っ
て
い
る
。

従
っ
て
又
、
『
起
源
論
し
と
『
法
典
』
が
等
し
く
念
。
ロ
留
君
仰
向
。
〉
白
思
想
を
も
円

J

に
し
て
も
、
焦
離
は
異
る
白
で
あ
る
。
前
者

が
未
開
人
の
不
調
判
制
州
立
の
費
質
に
讃
敷
す
る
に
釣
し
て
、
後
者
は
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
シ
ダ
イ
ア
ン
が
、
家
長
白
指
導
の
下
に
、
強
固

在
世
舎
の
共
同
感
情
の
中
に
生
き
て
い
る
姿
民
、
自
然
自
像
を
見
て
い
る
。

「
自
然
人
」
は
単
に
登
生
史
的
説
明
と

し
て
由
設
慣
値
的
了
解
悶
式
白
要
具
で
は
な
く
、
自
然
法
的
理
念
を
来
撃
と
し
、
壁
誕
期
白
批
判
世
に
携
わ
れ
て
、
評
僚
的
性
格
を
も

つ
か
ら
、
雨
岩
の
(
官
矯
と
し
て
日
)
人
間
像
を
も
粛
の
比
較
か
ら
或
程
度
数
想
出
来
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
衣
む
艇
に
至
う

τよ
り

「
自
然
欣
態
」

明
か
で
あ
ろ
う
。

『
起
源
論
』
第
二
部
は
、
自
然
扶
態
上
り
祉
曾
戒
態
え
D
l推
移
を
述
べ
て
い
る
。
理
舵
白
後
遠
に
よ
っ
て
定
住
史
白
傾
向
を
増
し
、

家
族
と
若
干
白
私
的
所
有
が
護
生
し
、
人
聞
が
や
や
柔
弱
化
す
る
扶
態
|
|
ル
ソ

1
は
現
質
白
未
開
人
は
と
白
段
階
に
あ
る
と
す
る

|
l
i
主
総
て
、
冶
金
と
良
業
の
稜
明
に
よ
う
て
私
有
財
産
が
決
定
的
に
な
る
と
、
宮
を
め
ぞ
る
巣
し
紅
い
斗
一
年
が
行
わ
れ
る
。
支
配
・

服
従
・
暴
力
、
と
の
無
秩
序
扶
態
の
収
拾
を
求
め
る
と
と
ろ
に
法
が
誕
生
す
る
。
既
得
所
有
白
承
認
白
上
に
立
っ
て
、
各
人
白
権
利

と
義
務
が
規
定
さ
れ
る
。
と
の
杭
合
欣
態
白
成
立
に
賞
。
て
、
契
約
の
主
慨
は
、
個
人
と
し
て
の
個
人
で
あ
る
。
〔
ル
ソ
l
は
、
『
起

源
前
』
以
後
基
本
的
人
権
を
め
ぐ
っ
て
、
政
治
的
刑
台
の
原
則
の
途
求
に
向
う
。
U

ル
ソ
ー
は
「
父
白
権
利
」
に
多
〈
を
認
め
な
い
。

『
自
品
冊
目
法
典
』

第
六
十
七
巻

74 

第
二
・
三
挽

七
五



『
自
操
り
法
典
』

第
六
十
七
巻

O 

第
二
・
=
一
競

七
六

「
閏
然
法
に
上
れ
ば
、
子
が
父
白
扶
助
を
必
要
と

f
る
聞
だ
け
.
父
は
子
の
主
人
で
あ
る
。
と
白
期
限
以
後
は
雨
者
は
封
等
に
な
る
o
」

〔

CMM-EW句
I

H
詔
一
一
一
一
一
一
頁
)

と
れ
に
「
法
且
』
第
四
部
の
「
範
例
」
を
針
置
し
よ
う
。
統
治
組
織
は
、
家
族
を
単
位
と
し
、
家
長
D
み
が
立
法
・
行
政
え
の
参

興
費
絡
を
も
っ
て
い
た
。
伺
人
の
生
活
過
程
は
、
十
歳
で
職
業
の
習
得
を
は
じ
め
、
二

O
i二
五
歳
白
問
、
良
業
労
働
に
従
事
し
、

二
六
歳
で
職
長
田
州
毎
月
に
な
b
・
四
十
歳
で
任
意
労
働
者
と
な
る
。

ζ

白
間
二
二
十
歳
で
始
め
て
白
己
申
噌
好
早
占
る
食
事
と
被
服

を
許
さ
れ
る
。
家
族
・
家
長
と
い
う
誠
司
格
・
年
齢
の
重
要
視
は
明
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
す
べ
て
白
元
老
院
議
員
、
行
政
上
白
長
、

仕
事
場
の
長
、
職
長
は
、
家
長
が
子
弟
に
傘
敬
せ
ら
れ
、
服
従
せ
ら
れ
呂
止
同
じ
上
う
に
、
園
家
公
共
白
役
務
白
故
に
曾
敬
せ
ら
れ
、

服
従
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
す
。
」

「
児
童
に
封
し
て
は
、
理
性
心
褒
達
に
従
っ
て
.

園
法
を
教
え
、
同
法
を
曾
敬
し
、
雨
親
、
各
種
の
長
、
年
長
者
に
従
う
と
と
を
訓
え
る
G

」

(
H
b
Z
そ

E
E
E
S
E
)
児
童
は
雨
親

同

「
等
白
諸
規
定
は
、

(同

b
z
aぬ
H
J
μ

門
戸
百
百
協
同
日
Z
。
出
品
回
問
。
里
一
身
耳
目
B
r
同
)

に
強
く
、

に
従
う
ご
と
〈
各
種
職
業
白
職
長
及
び
職
業
関
長
に
従
う
べ
き
で
あ
る
」

モ
レ

H
ィ
の
理
想
一
位
脅
D
設
計
闘
を
貫
い
て
い
る
か
を
示
ず
で
あ
ろ
う
。
幾
何
的
た
都
市
設
計
に
も
拘
ら
官
、

(
〈
回
同
)

家
長
制
的
精
神
が
、

主日
イ可

ス
バ
ル
ク

的
規
律
・
教
育
閥
系
白
脊
髄
を
な
す
も
の
は
家
長
制
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

l
p一
そ
の
精
紳
で
あ
る
。
未
開
白
小
世
品
開
に
於
け
る
血
縁
的
愛

情
白
紳
は
、
己
と
で
は
金
園
民
的
規
模
に
於
て
再
編
さ
れ
よ
う
唱
と
す
る
。

「
法
典
』
の
人
間
像
は
「
起
源
論
』
の
そ
れ
と
、
一
見
、
双
生
児
向
相
貌
を
も
ち
な
が
ら
、
釣
遮
的
内
容
を
も
う
。
『
起
源
論
』
は

「
十
八
位
和
白
濠
一
育
者
た
ち
」
の
描
〈
人
間
の
世
界
で
あ
り
、

「
品
目
典
』
の
個
人
は
、
家
族
成
員
と
い
ヲ
と
と
を
最
も
基
底
的
左
規

定
と
し
て
、
家
長
制
的
シ
ス
テ
ム
白
中
に
埋
設
す
る
。
一
切
D
前
期
的
諸
規
定
か
ら
解
放
さ
れ
‘
或
は
、
そ
れ
ら
を
従
属
的
規
定
と
す

る
「
近
代
に
於
て
始
め
て
成
立
す
る
個
人
」
は
存
在
し
な
い
。
も
と
止
り
個
人
が
無
視
さ
れ
る
心
で
は
な
く
、
す
べ
て
白
個
人
は
人



聞
と
し
て
そ
白
一
一
同
祉
を
計
ら
れ
る
。
し
よ
山
し
、
そ
と
に
は
個
人
が
他
白
個
人
及
び
祉
舎
に
封
し
、
伺
人
と
し
て
、
基
本
的
人
権

D
主

時
と
し
て
自
己
を
主
張
す
る
商
が
芳
え
ら
れ
や
、
縫
う
て
叉
、
か
か
る
個
人
を
エ
レ
J
F
V

ト
と
す
る
祉
舎
・
政
治
白
原
則
え
白
道
は

向

閉
さ
れ
、
封
立
的
契
機
を
含
ま
ね
自
然
的
世
曾
の
懐
に
、
抱
令
せ
ら
れ
ぜ
い
る
の
で
あ
る
。
己
れ
は
、
市
民
則
合
を
超
え
て
そ
白
山

う
に
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
市
民
枇
曾
以
前

D
枇
舎
と
人
間
像
と
云
わ
ト
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

山

W
F
F

同

W
S
E
E
-
U崩
S
E
E
M
-
o
z
m
B
i
o
-
-
E
哲
Hhn0・
H叶
割
以
下
引
用
。
頁
放
は
ヲ
ラ
マ

2
ン
肢
に
よ
る
。
邦
語
、
本
田
喜
代
治
氏

「
A
間
不
平
年
起
源
前
」
(
岩
法
文
庫
v
o
「
法
典
』
と
『
起
源
論
』
出
何
れ
か
町
模
倣
に
よ
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
の
零
詮
は
〉
伊
良
官
官
官
品

2

4

0三
-wMVH回

。

ぬ
「
人
間
目
、
す
べ
て
の
朗
識
の
ラ
ち
で
、
最
も
有
用
で
あ

p
な
が
ら
最
も
議
ん
で
い
な
い
の
は
人
間
に
闘
す
る
知
識
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
」

問。
E
m
E主

4

0信
u
喝
戸
田
二
九
頁
。

向

雨

磐

K
共
遁
な
思
考
素
材
と
思
考
様
式
の
成
立
に
つ
い
て
粧
第
四
節
に
於
て
倒
れ
る
。
角
、
ル
ソ
ー
は
、
毛
ν
B
ィ
ー
と
は
呉

p
、
彼
の
白
鶴
岡
前
態

を
過
去
の
模
属
的
復
元
と
は
考
え
て
い
な
い
。
「
歴
虫
的
昆
醒
正
巳
r
r庄。ロハ四回
E
で
は
な
〈
て
、
臆
罰
的
・
保
件
的
推
理

B
E
E
S
E
Z

-H否。再
r
E
5官
邸
内
斤
吉
国
L
I
E
S
n
E
L
(。
ヲ
島
-uMV
包
四
一
一
一
頁
)
。
し
か
し
民
質
在
的
苛
も
の
と

L
て
い
自
己
と
は
明
恥
で
あ
る
。
『
起
源
論
』
に

於
て
は
、
現
寅
自
未
開
人
的
献
躍
邸
自
然
飛
躍
で
は
な
い
O

(

後
同

)

1

同
「
大
悪
人
を
込
最
も
き
び
し
{
罰
す
る
も
り
は
一
耳
わ
ぽ
内
具
的
な
善
行
白
本
源
的
感
情
目
何
回
V
E
-
-
2
m
m
E
E
Eご
甘

E
S
F
E
E
5
吉
宮

E
g
H

E
R
J
E且
俗
で
あ
る
。
」
(
冨
2
0】

-F
。匂

-
p
f
司

-
E

一
一
九
頁
)
。

間
今
ま
で
、
モ
レ

B
ィ
ー
と
ル
ソ
ー
の
比
般
は
主
と
し
て
己
O
貼
に
つ
h

て
な
さ
れ
て
き
た
。
例
え
は
、
同

H
S
F
ロ
EQM司

E
m
E巨
匠
日
刊

B

F
E
R
E凶
P
唱

5
・
M5・
P
F
H
E
E宮
品
F
4
2
Y
唱

昆

ヂ
l
♂
コ
∞
・

hw
輔
、
壬

νwJ
ィ
が
、
理
性
自
治
歩
と
共
有
制
を
結
令
し
う
る
と

す
る
に
針
し
、
ル

y
ー
が
そ
れ
を
不
可
能
と
す
る
貼
は
、
全
世
系
的
臨
世
帯
を
も
ワ
。

L
か
し
、
私
は
本
節
で
毛
レ
9
ィ
と
ル
ソ

l
p
金
剛
間
的
比
較
を

意
圃
す
る
同
で
は
な
〈
、
『
桂
典
』
と
『
起
源
論
』
の
人
間
隔
怖
の
歯
比
を
志
す
mw

で
あ
る
。

『
白
鶴
の
法
典
』

第
六
十
七
巻

第

= 
按

七
七



『
自
輔
自
法
典
』

第
六
十
七
巻

第

披

七
八

的
『
起
源
論
』

O

木
関
え
え
り
闘
説
中
、

て
い
る
。

4
2
m
J
H
ν

担
w
毘
"
百
叫
l

F

K
は
肉
値
前
頭
批
白
一
聞
が
同
V
Hヰ
10?
で
は
自
然
的
徳
性
が
強
調
さ
れ

伺

ζ

の
黙
に
つ
い
て
は
、
河
野
健
二
民
「
ル
ソ
ー
の
「
艇
清
前
』
」
(
紹
済
論
叢
六
五
巻
四
・
五
醜
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

品
川
同
様
の
規
定
位
、
円
。
白
雪
国
]
百
四
P
M
E
F
=口
何
十
「
。
z
-
u
m
E
-
E
戸
轄
に
見
、
ら
れ
る
υ

同
開
・
昌
司
♂
N
員
同
2
2
W
島内周回】。
E
E
V
B
Q
-
S回
QEH0・
Em問屋
m四・

40訪
問
・
同
E
E
4
w
m
-
阿
国
同
〈
『
・

小
山
本
節
四
『
起
源
爾
』
白
人
間
像
へ
白
官
及
位
、
ル
ソ
ー
が
百
島
守
記
官
官
停
か

S
H
W
Z
E
a
か
と
い
う
議
論
と
は
会
4
4

、
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
断

ヲ
て
置
〈
。

~ 

人
間
像
1

i
そ
れ
は
営
然
、
枇
舎
像
に
つ
な
が
っ
た
が
1
1
i
D
弐
に
、

モ
レ

F
ィ
白
終
拙
世
田
犯
極
主
松
討
し
士
う
。

『
法
典
』
戸

部

l
一
一
一
部
に
於
て
は
、
私
有
財
産
が
人
聞
を
邪
悪
に
す
る
一
切
の
禍
根
で
あ
る
と
と
、
及
び
、
知
識
・
技
術
白
俊
謹
は
私
有
な
き
杜

舎
と
相
容
れ
る
と
い
う
命
題
の
他
、
兵
限
的
な
経
済
分
析
又
は
理
論
は
全
く
見
ら
れ
ぬ
か
ら
、

「
範
例
」
即
ち
構
想
さ
れ
る
未
来
枇

舎
の
設
計
闘
主
主
止
し
で
問
題
と
し
な
け
れ
ば
友
ら
な
い
。

「
範
例
」
が
後
業
を
基
本
産
業
と
し
て
重
視
し
て
い
る
と
と
は
、
農
業
白
義
務
労
働
制
‘
と
白
労
働
を
終
え
ね
者
は
、
非
農
職
業
の
職

長
に
左
り
得
向
と
い
う
規
定
(
『
買
骨
唱
。
目
。
何
回
了
農
業
に
不
適
営
な
市
も
出
来
る
限
b
良
産
牧
穫
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
規

定

(FoE
〉
向

H
E
5
9
等
ど
り
全
く
明
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
農
業
の
重
視
は
「
自
然
」
白
概
念

K
結
び
つ
い
て
い
る
a

「
自
然

が
人
聞
に
贈
っ
た
沃
野
と
い
う
財
産
官
。
司
法
忠
告
の
E
E
H
U
Y色
官
官
日
常
目
ω

含
E
」

(
4
E
-
u
噌
・
訪
問
十
頁
)
と
い
う
思
想

は
、
明
示
的
・
暗
示
的
に
『
法
典
』
を
貫
い
て
い
る
。
従
っ
て
財
産
と
い
う
場
合
に
、

号
レ
リ
ィ
が
常
に
眼
中
に
置
い
て
い
る
の
は



土
地
で
あ
る
と
と
も
詳
設
を
要
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
と
れ
は
、
宮
の
主
要
形
態
が
、
な
壮
土
地
生
産
物
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
十
八
世
紀

白
思
想
家
ξ
し
て
、
ケ
ネ
1
等
に
も
共
通
で
あ
る
。
と
白
一
黙
に
於
て
は
、
前
節
の
人
間
像
白
場
令
の
よ
う
に
、
モ
レ
リ
ィ
白
特
殊
向

性
格
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、

ケ
ネ
ー
が
、
人
口
二
千
寓
白
主
園
D
生
産
・
流
通
・
介
配
を
介
祈
白
濁
象
と
し
た
の
に
射
し
、

園
民
的
規
模
を
も
た
な
い
。
各
市

O
拡
が
農
業
青
年
闘
及
び
非
農
各
職
業
困
を
も
ち
、
例

モ
レ
リ
ィ

D

「
純
例
」

梅

田
経
済
シ
ス
テ
ム
は
、

共
般
的
に
は

外
的
場
令
を
除
い
て
経
機
的
自
給
圏
を
左
し
て
い
る
。
同
一
白
大
き
さ
、
同
一
白
形
状
、
同
一
の
シ
ス
テ
ム
を
も
っ
各
市
の
加
算
か

ら
、
園
民
経
捕
慣
が
抽
象
的
に
構
成
さ
れ
る
。
元
首
が
、
各
市
白
経
携
の
運
営
に
監
替
・
指
令
白
最
高
擢
を
も
つ
が
、
ふ
れ
は
、
む
し

ろ
各
市
の
平
等
・
芳
一
怖
の
保
持
の
た
め
で
あ
る
。

(EM--正
E
E
2
2
H
C
U
骨
問
S
4
2
n
n
H
E
5
生
産
物
の
生
産
か
ら
泊
費
ま

で
の
過
程
が
原
則
的
に
は
市
に
限
ら
れ
、
同
様
急
経
湾
圏
白
集
積
と
し
て
闘
が
存
在
す
る
臨
で
は
、
ピ
ユ
ツ
ヒ
ヤ

1
白
「
都
市
経
済
」

∞
吉
野
三
円

E
E
P
の
理
念
型
に
近
い
q

但
し
、
モ

U
P
ィ
白
色
忠
は
直
ち
に
ピ
ュ
ッ
、
ヒ
ヤ

l
白
田
宮
仕
で
は
な
〈
、
附
近
白
農
村

を
も
含
狩
経
槽
園
児
相
営
す
る
。

各
職
業
別
に
編
成
せ
ら
れ
た
職
業
固
め
。
号
m
骨
可
己
『
g
m
Uロ

が
、
己
白
よ
う
な
市
白
中
で
、

工
業
生
産
主
品
目
む
。
十
歳
か
ら
職

業
白
習
得
め
た
二
十
歳
ま
で
白
青
年
五
1

十
人
が
単
位
と
な
う
て
年
長
・
経
験
者
白
指
導
を
う
け
(
『
毘
骨

F
E。
同
)
十

i
二
十
人

毎
に
百
四
q
m
I前
池
田
資
絡
を
要
す
る
)
が
雫
ν
、
更
に
そ
の
上
に

9
0
2ロ
向
。
宮
(
聯
菜
園
長
)
の
い
る
シ
ス
テ
ム
に
、

切

指
摘
し
た
年
齢
制
的
ヒ
エ
ヲ
ル
ヒ
ー
の
他
に
、
ギ
ル
ド
白
原
型
を
透
視
し
得
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。

前
節
で

モ
レ
リ
ィ
は
、
知
識
・
技
術
を
積
極
的
に
評
慣
す
る
。

「
範
例
」
に
於
て
も
、
事
術
研
究
訟
を
設
け
、
俗
流
道
徳
哲
皐
D
排
斥
と

(
ミ
司
)
叉
‘
業
務
上
有
用
念
品
盟
明
・
幾
見
を
し
た
者
白
優

並
ん
で
、
枇
合
に
有
問
な
理
論
的
及
び
経
験
的
科
卒
白
習
得
を
奨
励
し
、

『
自
輔
の
法
典
』

第
六
十
七
巻

一一

第
二
・
=
一
揖

七
九



『
自
輔
の
法
典
』

第
六
十
七
巻

第
二
・
2

一説

月、

O 

一一
J

一四

週
令
。
恒
例
内
凶
OF--bo
同
〈
)
、
由
学
問
・
技
術
白
4

イ
あ
る
も
白
色
年
齢
的
ヒ
ヱ
ラ
ル
ヒ
ー
か
ら
白
若
干
の
除
外
的
規
定

(
F
S
M
L
E
E
E
e
H
)

と
れ
が
生
産
力
と
し
て
粧
携
シ
ス
テ
ム
に
表
向
苫
れ
て
い
る
と
は
一
苫
い
難
い
。

が
あ
る
。
し
か
し
、
全
健
・
と
し
て
見
る
と
き
，

以
上
の
検
討
を
軸
酔
え
て
、
モ
レ
リ
イ
白
思
想
在
、
祉
合
主
義
思
想
史
白
観
賄
か
ら
如
何
に
位
置
づ
貯
う
る
だ
ろ
う
か
。

十
九
世
紀
白
枇
曾
主
義
、
殊
に
マ
ル
ク
ス
慨
系
と
劃
比
し
て
、
モ

h
nッィ

D
も
円

J

前
期
性
を
列
奉
す
る
と
と
は
容
易
で
あ
る
。
現

買
の
科
曲
学
的
分
析
を
紋
く
と
か
、
枇
品
問
、
主
義
貸
現
巴
ト
レ
1
ガ
ー
が
見
出
さ
れ
て
い
ぬ
と
か
、
自
然
法
的
構
想
と
か
、
そ
の
他
歴
史

也
観
・
宗
教
観
と
績
け
れ
ば
、
相
違
は
無
数
に
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
が
全
機
構
的
忙
確
立
し
て
い
ね
絶
針
主

義
下
白
4

官
舎
に
生
堂
、
啓
蒙
期
白
知
的
雰
国
策
を
呼
吸
し
て
い
た
思
想
家
主
直
ち
に
マ
ル
ク
ス
と
劉
比
す
る
と
と
は
無
意
味
で
あ
る
。

モ
レ
り
ィ
以
前
の
「
刑
台
主
義
的
思
想
」
と
云
わ
れ
て
い
る
も
の
と
壬
レ
リ
ィ
白
思
想
と
の
決
定
的
相
建
鮪
は
何
か

わ
れ
わ
れ
は
、

週鈴

又
、
パ
プ
ヮ
フ
及
び
十
九
世
相
初
頭
白
舵
曾
主
義
者
え
む
連
続
面
と
非
逗
績
面
は
何
か
、
と
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し

τ、
そ
れ
は

.

s

 

モ
レ
リ
ィ
を
啓
蒙
期
の
思
想
家
と
し
て
把
え
る
と
と
に
よ
っ
て
解
答
さ
れ
る
と
私
は
思
う
が
(
弐
簡
で
み
る
如
〈
て
そ
白
際
、
前
節

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
白

一
及
び
本
節
で
指
摘
し
た
モ
レ
リ
ィ
白
同
時
代
白
思
想
に
比
し
て
も
う
前
期
的
内
容
が
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

山
岡
・
国
E
F
F
F
Z
F
E
m
骨
H
J
F
H
Z邑
三
百
V
M
5・
呂
田
w
m
w
・
=
φ
l阿
部
特
に
戸
】
凶
円
凶
を
参
服
さ
れ
た
い
。
「
純
例
」
が
古
代
ロ

1

マ

。
制
度
か
ら
示
唆
を
得
ζ

い
る
こ
と
は
疑
な
い
が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
著
者
た
ち
か
b
白
影
叫
に
つ
い
て
は
、
ガ

ν
ョ
ー
は
「
毛
l

ル
λ

中
カ
ン
パ
ネ

一フか
b
D
露
捕
曹
は
E
確
に
は
判
じ
難
い
。
」
と
し
て
い
る
o
冨
目
別

E
F
E
F
F自
己
b
g
E。R
E占ロ
E
A
F
R
A
E
-
A
Z
吐
巳
品
。
]
V
1
H
E
a
c
H〈同
HF

E臥

W
H
P
]戸

ω。
aw
勺
目
日
明
。
'

m
先
に
「
職
長
」
L
C

課
し
た
が
品
る
い
は
「
親
方
」
が
い
い
か
も
知
れ
ぬ
。
め
を
参
照
。

山

w

y
ラ
イ
ヴ
7

1
位、

R
ω
E出
向
。
内
問
己
E
Z
m白
2
2
E自
問
件
。
凶
問
自
の
E-
官自の
H
1
0
cご
00
巴
2
=
q
F脇
目
プ
と
性
符
づ
け
て
い
る
。
巴
口
話
吋

4
E
-
w
】V・
同
国
司
し
か
し
、
あ
る
い
は
常
時
申
主
立
マ
ロ
ユ
フ
ァ
タ
チ
コ
ア
瞳
を
基
本
表
象
と
す
る
と
も
考
え
b
れ
る
。
た
だ
、
協
議
・
品
川
業
(
日

作
業
的
分
業
)
に
つ
い
C
は
鯛
れ
ら
れ
て
い
な
い
。



向
こ
れ
に
比
し
て
ケ
ネ
1

炉
、
農
業
生
産
力
を
具
瞳
的
に
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
語
り
で
あ
る
。

A
W

私
は
、
老

ν
B
イ
ro
前
期
的
側
面
白
強
闘
に
過
ぎ
た
か
も
知
れ
由
。
し
か
し
、
号
レ
M
イ
民
、
十
八
世
砲
と
し
て
は
極
め
て
盤
ん
百
祉
骨
主
義
的

思
想
の
与
を
認
め
る
一
般
的
見
解
一
戸

Fmnvg♂
4
p
f
司

凶

戸

当

-
F目
E
Z
F
F
∞-
E
F
時∞
T

位
、
思
怨
内
容
に
立
ち
入
っ
て
い

な
い
よ
う
托
思
わ
れ
る
。
常
、
私
は
毛

ν
9
ィ
が
同
時
代
思
想
四
平
均
よ
り
も
遅
れ
て
い
た
と
い
う
白
で
は
討
論
な
い
。
比
較
軒
象
に
な
っ
て
い
る

白
は
、
各
々
回
一
由
t
営
時
と
し
て
最
先
端
四
思
想
家
で
あ
る
と
と
K
注
意
。

四

私
有
財
産
怠
き
、
或
は
私
有
財
産
白
制
限
せ
ら
れ
た
枇
合
の
構
想
は
、
プ
ラ
卜

I
D
理
想
図
以
来
、
近
世
む
ユ
ー
ト
ピ
ア
白
格
設

計
闘
に
い
た
る
ま
で
、
士
口
い
、
長
い
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。

又
、
私
有
財
産
椴
が
自
然
訟
D
硯
角
か
ら
論
ぜ
ら
れ
た
の
も
、
啓
蒙
期
に
始
ま
る
と
と
で
は
な
い
。
グ
ロ
ヲ
ゥ
ス
や
プ
フ
エ
ン
ド

ル
フ
は
、
既
に
白
剤
川
法
感
心
立
場
か
ら
、
原
始
に
於
け
る
土
地
共
有
と
、
文
明
の
護
連
忙
よ

Z
私
有
財
産
制
む
愛
生
を
読
吉
、
財
産

権
を
自
然
樺
か
ら
直
別
し
て
、
第
二
次
的
な
自
然
様
又
は
市
民
法

-
2
M
E急
E

に
よ
る
も
の
と
し
た
。
従
っ
て
、
私
有
財
産
制
が

人
間

ρ幸
同
に
そ
む
く
と
き
は
、
い
つ
で
も
立
法
に
よ
っ
て
之
を
廃
棄
し
う
る
も
の
だ
長
考
え
て
い
向
。

叉
、
自
然
扶
態
を
現
い
此
D
未
開
人
に
見
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
む
文
明
人
陀
封
し
て
、
彼
等
の
自
然
的
偲
性
や
私
有
制
な
き
社
合
D
幸
帽

を
稀
協
す
る
と
と
も
モ
レ
リ
ィ
・
ル
ソ

1
E稿
矢
と
し
な
い
。
十
六
・
七
世
紀
に
は
地
理
上
の
諸
没
目
見
に
続
い
て
、
渡
航
者
自
報
告
・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
荷
敗
し
、
非
宗
教
的
に
な
っ
た
文
明
人
に
針
し
、

放
行
記
が
圭
同
か
れ
、
殊
に
、
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
白
宣
教
師
た
ち
は
、

未
開
人
白
被
洗
障
者
た
ち
白
車
純
素
朴
な
徳
性
を
哨
体
し
た
。
か
く
て
十
八
世
紀
前
宇
陀
は
、
《
ず
O
口
旨
ヨ

a
z
D観
念
が
、
文
品
f

-
殊
に
、
昼
想
的
航
海
記
の
物
語
り
白
中
に
一
白
傾
向
と
し
て
現
れ
て
く
も

円
自
然
の
法
典
』

第
六
十
七
巻

五

第
=
・
=
一
線

丹、



ノ

『
自
鵠
O

禄
典
』

第
六
十
七
事

= 
プて

第
二
・
2

一披

J、

理
組
社
合
白
設
計
闘
・
自
然
法
(
限
)
よ
り
私
有
財
産
主
除
外
し
、
私
有
制
を
庭
し
う
る
令
盟
的
根
撲
の
定
立
・
一
-
善
良
な
未
開
人

。
思
想
、

十
八
世
相
前
宇
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
と
れ
ら
白
静
思
想
が
、
モ
レ
リ
ィ
『
自
然
白
渋
典
』
白
不
可
快
的
構
成
要
素

E
注
し

と
れ
ら
諸
要
素
D
単
に
令
計
か
ら
「
法
特
f
』
が
成
立
す
る
白
で
は
友
い
。
『
法
典
』
を
そ

そ
の
理
想
闘
を
枇
合
的
規
模
に
於
て
資
現
し
た
い
と
す
る
市
町
平
和
で
あ
る
同

L
1
I

し
か
し
、

て
い
る
と
と
は
明
か
で
あ
る
。

れ
以
前
白
も
白
と
直
別
す
る
の
は
、

何
よ
り
も
、

ピ
ア
の
著
者
た
ち
は
、
彼
等
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
現
貨
に
可
能
で
あ
る
と
怒
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
現
寅
よ
り
も
、

よ
り
よ
き
位

私
有
制
な
ぎ
刷
舎
は
私
有
制
枇
命
よ
り
も
望
ま
し
い
と
す
る
が
、
私
有
制
白
現
貨
世
界
は
モ
れ
ゆ
え
に
、
端
的
に
誤
謬

で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
叉
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
等
に
上
る
私
有
財
産
憾
の
自
然
様
よ
り
の
排
除
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
彼
等
は

そ
の
と
と
か
ら
私
有
財
産
を
否
定
す
る
に
は
至
ら
や
、
逆
に
私
有
財
産
は
人
間
白
一
般
的
利
盆
コ
ロ
芯
昼
間
E
E
M
Z
と
一
致
す
る

正
考
え
た
の
で
あ
る
。
「
善
良
な
未
開
人
」
白
思
想
も
、
そ
白
も
の
と
し

τ、
現
買
む
社
合
相
え
の
批
判
を
含
み
得
亡
も
、
そ
れ
だ
け

界
で
あ
り
、

で
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
枇
合
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
と
と
の
解
答
に
は
危
ら
な
い
。
そ
れ
に
劉
し
て
「
法
典
』
は
自
然
的

秩
序
再
建
の
兵
般
的
方
策
を
読
く
と
と
が
貧
弱
で
あ
る
に
も
抱
ら
示
、
そ
れ
は
端
的
な
琉
資
批
判
で
あ
り
、
現
貨
は
全
的
に
誤
っ
て

和
り
、
人
間
は
自
然
の
法
に
蹄
ら
ね
ば
在
ら
ぬ
と
い
う
切
賀
友
要
請
に
貫
か
れ
て
い
る
。
と
白
『
法
典
」
の
特
性
は
何
に
'
由
来
す
る

か
。
わ
れ
わ
れ
は
『
法
典
』
が
五
五
年
忙
出
版
さ
れ
て
居
り
、
そ
れ
が
啓
蒙
時
代
と
云
b
れ
る
特
殊
白
知
的
京
国
気
を
も
う
時
期
で

あ
る
と
と
を
知
っ
て
い
る
。
問
え
白
答
は
、
啓
蒙
期
思
潮
む
中
え
「
法
典
」
を
置
い
て
み
る
こ
と
に
よ
う
て
出
棺
さ
れ
ね
ば
な
ら
ね
。

世
紀
中
葉
よ
り
(
モ
シ
デ
ス
キ
ェ
ウ
「
法
の
情
神
」
(
一
七
回
入
)
を
割
期
と
す
る
)
大
革
命
前
に
至
る
所
謂
啓
蒙
期
に
は
、

偉
大
な
頭
脳
が
枇
舎
と
人
閣
の
問
題
に
集
中
し
」
、
「
一
切
白
も
の
が
批
判
医
師
略
さ
れ
走
。
」
(
エ
ン
ゲ
ル
ス
)
と
一
苫
わ
れ
る
。
し
か
し
批

「
す
べ
て
白

M
門

+J1

4
J
K
 
も
と
よ
り
、
枇
合
現
象
の
各
側
面
に
、
等
質
・
等
量
的
に
行
わ
れ
た
D
で
は
左
い
。
金
問
と
し
て
み
る
友
ら
ぽ
、
啓
蒙
期
思



地

想
は
、
絶
封
主
義
え
の
針
抗
を
、
宗
教
(
リ
教
曾
・
借
侶
身
分
)
抗
特
と
政
治
問
日
向
の
要
求
に
於
て
最
も
烈
し
く
行
っ
た
白
で
あ
り
、

財
産
の
問
題
は
副
次
的
で
あ
っ
か
。
殊
に
「
私
有
財
産
白
廃
止
」
の
提
案
が
、
こ
白
、
よ
う
な
針
抗
関
係
D
中
心
的
争
鮪
を
全
く
外
れ

た
も
の
で
，
あ
る
と
と
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
抗
争
は
、
現
貴
に
可
能
的
な
も
の
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
る
。
海
峡
白
彼
方
に
資
現
し
、
可

能
。
漉
閉
さ
を
は
ら
む
刑
曾
惚
制
D
主
張
、
す
な
わ
ち
宗
教
と
政
治
的
自
由
白
主
張
が
、
「
私
有
財
産
麗
止
L

D
提
案
よ
り
も
、
支
配

者
に
脅
威
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
事
賢
、
支
問
者
の
思
想
即
座
は
、
宗
教
と
政
治
医
闘
す
る
も
の
に
射
し
て
最
も
強
硬
で

一L
ニ
五
七
八
白
間
に
、
私
有
財
産
制
度
攻
撃
の
故
に
、
筆
踊
を
う
け
た
著
者

ロ
ッ
ケ

1
Y
C
研
究
に
よ
れ
ば
、

は
皆
無
で
あ
る
と
い
う
。
と
と
に
壬
レ
り
ィ
白
思
想
の
特
性
を
解
明
す
る
鍵
が
あ
る
止
思
う
。

モ
レ
リ
ィ
白
思
想
に
、
そ
れ
以
前
白
『
粧
品
問
主
義
的
思
組
』
と
比
較
し
て
特
徴
的
友
賄
、
す
注
わ
ち
〔
具
世
的
万
訟
を
紙
〈
仁
拘

ι十
)

現
買
の
凌
革
(
勿
論
、
被
日
‘
意
識
仁
一
於
て
は
「
自
然
的
秩
序
」
へ
の
複
扇
)
を
要
請
し
て
い
る
、
と
い
う
黙
は
‘
砕
蒙
期
の
諸
思
潮
が
‘
一
般

に
、
体
統
的
諸
理
念
白
解
憾
の
上
に
、
現
賀
え
の
要
請
E
t
い
う
姿
勢
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
と
と
忙
基
く
。
「
全
人
類
(
又
は
国
民
)
白

解
放
」
が
員
剣
に
考
え
ら
れ
た
知
的
宗
国
衆
D
中
に
居
売
が
故
に
、
私
有
制
む
慶
止
白
主
張
も
亦
、
理
想
郡
白
設
計
闘
に
と
ピ
ま
ら

あ
わ
ノ
、
他
方
、

宇
、
現
貨
を
端
的
に
批
判
し
、
現
賓
の
麹
更
を
端
的
に
要
請
す
る
。

し
か
し
、

モ
レ
リ
ィ
白
よ
う
に
、

一
切
繭
悪
白
根
源
を
私
有
財
産
に
蹄
属
す
る
と
と
は
」
品
時
の
思
想
界
白
主
流
を
離
れ
て
居
り
、

又
、
そ
の
私
有
制
な
き
祉
脅
白
賀
現
白
方
策
は
現
賢
に
春
在
し
な
か
っ
た
。
こ
と
か
ら
、
「
人
聞
は
早
晩
自
然
に
一
票
を
投
ナ
る
。
」

ー
す
べ
て
白
も
り
，
は
完
成
に
向
っ
て
進
む
o
」
(
前
出
)
等
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
彼
白
世
界
観
的
確
信
と
同
時
に
、
現
質
的
事
態
白
認
知

が
「
と
の
よ
う
友
法
が
行
わ
れ
る
見
込
は
営
分
な
い
」
(
前
出
)
と
悲
観
的
な
骨
一
日
棄
を
吐
か
せ
る
白
で
あ
る
。

『
自
然
D
法
典
』
が
、
大
草
命
ま
で
は
一
般
に
不
評
で
あ
り
、

パ
プ
ゥ
フ
似
一
後
に
於
て
高
く
罰
領
さ
れ
た
と
い
う
と
と
も
、

と
と

『
自
然
白
法
典
』

第
六
十
七
巷

七

第
二
・
三
披

'̂ 



『
自
品
。
法
典
』

第
六
十
七
巻

E 

J、
第
二
・
三
鋭

丹、

回

か
ら
理
解
さ
れ
る
。
不
評
で
あ
っ
た
む
は
、
文
胞
や
、
思
想
展
開
。
脈
絡
白
惑
さ
白
み
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
問
題
。
中
心
的
が
、

可
能
的
な
る
も

D

D
範
闘
を
超
え
、
係
争
貼
の
中
核
外
に
あ
っ
た
と
と
と
、
モ
レ
リ
イ
白
思
想
内
容
が
、
同
時
代
の
思
想
家
に
比
し
て

も
つ
相
営
の
前
期
的
性
格
(
殊
に
社
宮
・
人
間
儀
、
一
一
節
・
=
一
節
彦
隔
)
に
よ
る
白
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
ハ
プ
ゥ
フ
や
フ
ー
リ
エ
リ
ス
ト

壬
レ

V
ィ
の
理
性
と
共
有
制
の
結
合
可
能
の
思
想
、
或
は
「
す
べ
て
は
完
成
に
向
っ
て
す
す
む
」

と
云
っ
た
世
界
観
的
確
信
の
故
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
と
れ
ら

D
鮪
に
づ
い
て
は
、
今
後
白
研
究
に
よ
ヨ
て
詳
論
し
た
い
。

向

吋

.F。

s白凹町凶♂、阿呂出切民岳告【T古《。2u出阿5耳Em耳邑昨巴鼠E同同回同凶E戸屑n
自
司
冒
明
自
話
F
w
H忌骨
8白印♂
u
司
.
広
.
』
F思E吋

均
〉
F
.
F巴困Rn岳vEF宮mBロ官品。
2吋♂w。同司ヲVγ.
。仏凹r】甲可下.回鼠民♂wω?l君ガ

~νν
ヨ

l
は
十
七
世
組
医
於
て
は
「
白
品
然
附
酔
庶
川
態
」
の
思
想
を
も
つ
丈
聞
皐
早
は
二
例
に
誼
ぎ
白
之
主
一
云E
 

ぅ
。
昌
-
P
E
M
5
5
4
n
z
w
唱
。
。
白
樺
ニ
節
参
照
。

何
ヂ
品
ル
ケ
品
位
、
枇
曾
主
着
。
前
越
の
規
定
(
ま
え
が
き
註
均
E
多
照
)
陪
従
ワ
て
、
毛
レ
W
J

ィ
を
位
曾
主
義
と
認
出
向
出
、
乙
U

貼
に
於
て
、

毛
1
ル
ス
帯
と
、
は
ワ
き

D
直
則
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
F
E
0
5
4
・
E
r
-
-
富
|
E
・

叫
十
八
世
相
前
半
田
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
私
有
財
産
の
批
判
は
、
メ
B
ェ
・
ダ
ル
ジ
ャ
ン
ソ
ン
四
例
外
白
他
位
、
前
遮
の
如
室
、
グ
ル

y
ー
や
ガ
ud

グ
ァ
を
模
倣
す
る
物
語
に
且
ら
れ
る
に
調
智
由
。
「
私
有
財
産
」
(
「
不
平
年
』
を
主
題
と
す
る
書
物
は
一
加
も
な
か
っ
た
。

然
る
に
五
亙
年
白
『
法
典
』
と
『
起
源
繭
』
の
出
版
を
分
水
嶺
と
し
て
そ
れ
以
後
財
産
は
と
も
か
〈
も
前
議
四
封
象
と
な
容
。
何
ら
か
の
一
位
脅
主
義

的
セ
ク
ト
が
成
立
す
る
白
で
は
な
い
が
、
マ
プ

P
ィ
や
ル
ッ

l
D
一
一
一
人
目
弟
子
、
ア
ン
シ

f
ロ
ペ
デ
ィ
ス
ト
辛
に
よ
っ
て
種
々
の
腕
角
か
る
と
り
上

げ

b
れ
る
。
傾
向
的
物
語
回
数
も
唱
え
、
劇
場
で
は
「
自
鼎
歎
態
自
賛
美
」
が
演
f
ち
れ
る
。
世
組
後
宇
に
於
て
は
、
私
有
財
産
自
問
題
目
、
問
題

と
L
て
田
市
民
構
を
う
る
の
で
あ
る
。
h
r
F
F
O
E
g
r占
F
句
-
鵠
|
邑
・

間
同
・
国
・
岡
田
司
・

4
針
。
巳
E
a
官
。
四
百
印
刷
二
由
M
v
r
目

γ
】凶
4

・
d
』
エ
ア
B
ー
に
よ
れ
ば
、
ル
イ
十
回
世
時
代
に
は
‘
一
般
に
、
「
偉
大
な
時
代
に
生
き
て

い
る
」
と
い
う
意
識
が
支
間
的
で
あ
っ
た
。
ー
か
し
十
四
世
田
末
年
及
び
そ
れ
に
概
〈
時
期
に
は
立
官

S
旦
Em【

Z
Z自
国
F
O
E
E
E
E
】
高
正
'

E
E
:
E
F
n
音
井

σ
E
Z
B
E
E
出
意
識
さ
れ
始
め
、
科
聞
申
・
欝
術
の
人
生
・
祉
舎
に
封
ず
る
意
義
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
が
十
八
世
相
後
宇

陀
暦
蒙
期
を
現
向
ず
る
地
盤
で
あ
っ
た
と
い
う
。
H
-
w
・
固
有
出
。
M
M
・

S
J
司
・
邑
・
】
回
叶

に
よ
っ
て
高
く
評
領
さ
れ
た
白
は
、

d歩



品
川
出
凶

E
E
-
-
-
F目
F
叶
官
量
。
。
同

E
E官
E
H
H開
通
島
町
四
回
目
下
回
】
同
国
自
・
〉

-
F
E
H骨

E
V
E同
F
4
2
f
M
V・
同

宜
十
年
以
降
山
哲
皐
的
運
動
白
中
心
が
ず
方
ル
テ
ー
ル
で
あ
っ
た
乙
と
は
定
説
マ
あ
る
。
そ
し
て
ゲ
オ
ル
テ
ー
ル
は
桓
済
的
平
等
に
閥
心
を
示
さ
ず

賞
者
の
存
在
を
枇
含
存
立
の
品
型
僚
件
と
品
唱
え
た

a
F
s
r
J
4・
2
f
司
自
印

y
プ
ゥ
ル
は
ゲ
オ
ル
テ
ー
ル
を
ず

S
H
R
Z】
留
め
目
。

E
の
支
配
の
立

場
、
ル
u
y

ー
を
、
小
プ
ル
ジ
デ
ア
と
工
匠
目
立
場
、
と
昔
っ
て
い
る
が
、
同
じ
よ
う
な
意
味
で
、
屯
レ
首
J
4
が
農
民
と
か
、
初
期
プ
ロ
一

ν
タ
9
ア
ー

ト
の
立
場
と
は
一
宮
え
ぬ
と
と
ろ
に
、
毛

ν
p
ィ
の
思
想
の
営
時
四
現
貨
に
針
ず
る
抽
象
怯
が
あ
る
四
で
は
な
い
か
。
〉

-
F
F巨
「

門

松

岡

2
。
r
t
S

F
E
4
2
0・
同
@
お
w

ヲ
踏
|
邑
を
容
照
。

mw
財
産
哩
請
に
つ
い
て
は
、
前
述
申
グ
ロ
ナ
ウ
九
・
プ
ア
エ
ン
ド
ル
ア
白
思
想
が
十
八
世
相
に
は
繍
が
り
、
私
有
財
産
自
可
否
は
、
金
〈
そ
れ
が

HJE骨
m仲
間

S
R
m
L
O
K
一
致
す
る
か
否
か
を
規
唱
と
す
4

き
こ
と
が
承
認
さ
れ
で
い
た
。
し
か
し
大
部
分
自
思
想
家
は
一
致
す
る
と
し
て
い
た
。

ポ
ー
ル
・
ル
イ
は
、
啓
蒙
期
医
於
け
る
現
存
財
産
開
保
に
針
ず
る
攻
草
案
目
ニ
方
向
を
夫
。
如
〈
に
類
別
し
て
い
る
。

F

、

何
土
地
分
割
。
思
想
官
目
色
何
回
目
向
。
人
間
は
自
由
で
あ
刀
、
自
由
で
あ
る
た
め
に
は
財
産
自
所
有
者
で
な
け
れ
ば
な

b
血
、
と
い
ち
前
操
よ
り
、

耕
作
者
。
土
地
所
有
を
要
望
す
る
も
目
。
グ
ル
♂
ヤ
ン
ソ
シ
、
レ
イ
ナ

1
ル
帯
。
弱
い
希
望
的
意
見
と
し
て
は
非
常
に
多
援
の
人
を
之
陀
算
入
し

ろ
る
。

町
共
産
制
白
思
想
。
同
巳
〈
遺
徳
的
要
請
よ
り
出
設
し
な
が

b
、
平
撃
な
所
有
も
亦
人
性
に
害
あ

P
と
す
る
。
マ
プ
リ
ィ
・
毛
レ

p
ィ
が
之
に
周

ず
る
。

同

F
5
4
2
f
喝

a
H
T凶
「
注
意
す
4
き
こ
と
は
、
反
特
植
の
思
想
と
し
て
は
向
の
方
針
遣
に
説
質
的
意
義
を
も
っ
て
い
た
と
と
で
あ
る
。

向

同

E
A
E
E
F
g官
H
ご
E
d
E
E
E
5
2
E
こP
同
0
2
y
p
o
p
国
語
・

KMZBes-(Bタ
タ

y
d
ル
ジ

A
D
指
摘
に
採
っ
た
。
品
・

2A・】勺

回目〕

例

倫

、

毛

レ
U
J
ィ
は
、
貧
者
え
白
加
情
と
官
者
え
の
怒
り
を
特
阻
持
つ
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
官
者
も
貧
者
も
、
私
有
財
青
制
に
ヱ
ワ
て
、
人

間
性
を
喪
失
し
て
わ
る
、
と
い
う
と
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
は
農
民
に
酷
ず
る
メ

9
ェ
ゃ
、
兵
眠
時
マ
畠
ユ
フ
ァ
タ
チ
ヱ
ア
で
働

4
第
働

者
に
封
ず
る
ダ
ル
ジ
ャ

γ
ソ
ン
白
言
葉
?
よ
う
な
、
生
々
し
ド
現
責
感

E
持
ワ
て
い
な
い
。
乙
O

貼
は
極
拍
て
重
要
で
あ
る
が
、
評
論
は
他
日
に
期

し
た
い
。
:
ェ
に
つ
い
て
は
〉

E
Z
E
Z
a
E
C句

-
p
t
T世・
5
dャ
ン
ご
の
官
棄
は
町
宮
戸

『
自
然
自
法
典
』

第
六
十
七
巻

八
五

一
三
九

第
二
・
=
一
説



『
白
熱
田
法
典
』

第
六
十
士
巻

四
O 

第
二
・
コ
一
挽

八
六

〔
本
鴛
は
、
一
・
九
百

0
年
度
科
畢
研
究
費
受
付
金
阻
止
っ
て
、
「
資
本
主
義
確
立
期
比
於
け
る
各
園
経
済
及
び
思
想
白
比
較
研
究
」
第
二
班
ア
一
ア
ン
λ

班
と
し
て
行
っ
た
研
究
目
中
間
報
告
で
あ
り
、
五
一
年
度
医
、
出
ロ
教
投
目
指
導

2
p
k
、
樽
川
切
手
、
菱
山
特
別
研
究
生
と
と
も
K
7
ヲ

ν
ス
社

官
主
義
の
研
究
親
行
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ぃ


